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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 記 録 材 を 搬 送 す る 搬 送 手 段 と 、
　 前 記 記 録 材 の 表 面 の 映 像 を 複 数 の 画 素 か ら な る 映 像 デ ー タ と し て 読 み 取 る 読 取 手 段 と 、
　 前 記 記 録 材 が 前 記 搬 送 手 段 に よ り 搬 送 さ れ て い る 際 に 前 記 読 取 手 段 が 読 み 取 る 第 １ の 映
像 デ ー タ と 、 前 記 記 録 材 が 停 止 し て い る 際 に 前 記 読 取 手 段 が 読 み 取 る 第 ２ の 映 像 デ ー タ と
を 処 理 す る 処 理 手 段 と 、
　 前 記 第 １ 映 像 デ ー タ と 前 記 第 ２ 映 像 デ ー タ と を 用 い て 前 記 処 理 手 段 で 処 理 さ れ た 差 分 映
像 デ ー タ に 基 づ い て 前 記 記 録 材 の 種 類 を 判 別 す る 判 別 手 段 と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 記 録 材 判 別 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 判 別 手 段 は 、 前 記 記 録 材 が 前 記 搬 送 手 段 に よ り 搬 送 さ れ て い る 際 に 前 記 読 取 手 段 が
読 み 取 っ た 複 数 の 映 像 デ ー タ を 平 均 化 し た 映 像 デ ー タ を 前 記 第 １ の 映 像 デ ー タ と す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 材 判 別 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 読 取 手 段 は 、 前 記 記 録 材 の 表 面 の 映 像 デ ー タ の 各 画 素 の 濃 度 値 を 出 力 し 、
　 前 記 判 別 手 段 は 、 前 記 差 分 映 像 デ ー タ の 前 記 濃 度 値 に 基 づ い て 前 記 記 録 材 の 種 類 を 判 別
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 記 録 材 判 別 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 判 別 手 段 は 、 前 記 差 分 映 像 デ ー タ の 最 大 の 前 記 濃 度 値 と 最 小 の 前 記 濃 度 値 と の 差 分
値 に 基 づ い て 前 記 記 録 材 の 種 類 を 判 別 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 記 録 材 判 別
装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 記 録 材 を 搬 送 す る 搬 送 手 段 と 、
　 前 記 記 録 材 の 表 面 の 映 像 を 複 数 の 画 素 か ら な る 映 像 デ ー タ と し て 読 み 取 る 読 取 手 段 と 、
　 前 記 記 録 材 に 画 像 を 形 成 す る 像 形 成 部 と 前 記 記 録 材 に 形 成 さ れ た 画 像 を 定 着 す る 定 着 部



と を 有 す る 画 像 形 成 手 段 と 、
　 前 記 記 録 材 が 前 記 搬 送 手 段 に よ り 搬 送 さ れ て い る 際 に 前 記 読 取 手 段 が 読 み 取 る 第 １ の 映
像 デ ー タ と 、 前 記 記 録 材 が 停 止 し て い る 際 に 前 記 読 取 手 段 が 読 み 取 る 第 ２ の 映 像 デ ー タ と
か ら 得 ら れ る 差 分 映 像 デ ー タ に 基 づ い て 前 記 定 着 手 段 の 動 作 を 制 御 す る 制 御 手 段 と 、 を 有
す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 記 録 材 が 前 記 搬 送 手 段 に よ り 搬 送 さ れ て い る 際 に 前 記 読 取 手 段 が
読 み 取 っ た 複 数 の 映 像 デ ー タ を 平 均 化 し た 映 像 デ ー タ を 前 記 第 １ の 映 像 デ ー タ と す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 読 取 手 段 は 、 前 記 記 録 材 の 表 面 の 映 像 デ ー タ の 各 画 素 の 濃 度 値 を 出 力 し 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 差 分 映 像 デ ー タ の 前 記 濃 度 値 に に 基 づ い て 前 記 画 像 形 成 手 段 を 制
御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 画 像 形 成 装 置 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 差 分 映 像 デ ー タ の 最 大 の 前 記 濃 度 値 と 最 小 の 前 記 濃 度 値 と の 差 分
値 に 基 づ い て 前 記 画 像 形 成 手 段 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 画 像 形 成 装
置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 定 着 部 に お い て 前 記 記 録 材 を 搬 送 さ せ る 搬 送 速 度 を 制 御 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 乃 至 ８ の い ず れ か に 記 載 の 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 画 像 形 成 部 は 、 画 像 を 担 持 す る 像 担 持 体 を 有 し 、
　 前 記 搬 送 手 段 は 、 前 記 像 担 持 体 上 の 前 記 ト ナ ー 像 を 記 録 材 に 転 写 す べ く 、 給 紙 手 段 か ら
給 紙 さ れ た 記 録 材 を 一 旦 停 止 さ せ た 後 に 搬 送 を 再 開 す る ロ ー ラ 対 を 有 し 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 給 紙 手 段 か ら 給 紙 さ れ た 記 録 材 が 前 記 ロ ー ラ 対 に よ り 搬 送 さ れ て
い る 際 に 前 記 読 取 手 段 が 読 み 取 る 前 記 第 １ の 映 像 デ ー タ と 、 前 記 読 取 手 段 が 前 記 ロ ー ラ 対
に て 記 録 材 が 停 止 し て い る 際 に 前 記 読 取 手 段 が 読 み 取 る 第 ２ の 映 像 デ ー タ と に 基 づ い て 、
前 記 定 着 部 に お い て 記 録 材 を 搬 送 さ せ る 搬 送 速 度 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に
記 載 の 画 像 形 成 装 置 。
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